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医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
十
二
号

医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

医
療
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
年
東
京
都
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
三

（第１片）
表
中
「栄

養
士

」
を
「栄

養
士
又
は
管
理
栄
養
士

」
に
改

め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
裏
中
「栄

養
士

」
を
「栄　

養　
士

又
は

管
理
栄
養
士

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
号
様
式
及
び
第
二
十
一
号
様
式
中
「栄　

養　
士

」
を
「栄

養
士
又
は

管
理
栄
養
士

」
に
改
め
る
。

　
　

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
医
療
法
施
行
細
則
別
記
第
一
号
様
式
の
三
、

第
六
号
様
式
、
第
二
十
号
様
式
及
び
第
二
十
一
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、

所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
七
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
七
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
く
包
括
外
部
監
査
契
約
を
次
の
と
お
り
締
結
し
た
の
で
、
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
六
第
六

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日
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二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
江
戸
川
第
二
・

二
・
八
十
五
号
一
之
江
一
丁
目
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

江
戸
川
区
一
之
江
一
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

　

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
八
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

江
戸
川
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
江
戸
川
第
二
・

二
・
八
十
六
号
東
小
岩
三
丁
目
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

江
戸
川
区
東
小
岩
三
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

　

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
八
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
町
田
都
市
計
画
公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

学
校
法
人
会
計
基
準
（
昭
和
四
十
六
年
文
部
省
令
第
十
八
号
）
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
会
計
処
理
が
行
わ
れ
、
計
算
書
類
及
び

そ
の
附
属
明
細
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
八
十
一
号

私
立
学
校
振
興
助
成
法
施
行
規
則
（
令
和
六
年
文
部
科
学
省
令
第

二
十
九
号
。
以
下
「
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
都
知
事
を
所
轄
庁
と
す
る
学
校
法
人
が
都
知
事
に

提
出
す
る
令
和
七
年
度
以
後
の
計
算
書
類
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
に

添
付
す
べ
き
書
類
と
し
て
、
同
号
に
掲
げ
る
所
轄
庁
が
定
め
る
書
類

（
以
下
「
所
轄
庁
が
定
め
る
書
類
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
定

め
る
。令

和
七
年
四
月
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

所
轄
庁
が
定
め
る
書
類
は
、
人
件
費
支
出
内
訳
表
が
法
施
行
規
則

第
五
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
関

す
る
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三

号
）
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
公
認
会
計
士
を
含

む
。
）
又
は
監
査
法
人
の
監
査
報
告
と
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
八
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

江
戸
川
区

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

契
約
の
相
手
方

㈠　

住
所	　

東
京
都
世
田
谷
区
玉
川
田
園
調
布
二
丁
目
十
六
番
十

四
号

㈡　

氏
名　

山
下　

康
彦

二　

契
約
の
期
間

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三　

監
査
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法

基
本
費
用
及
び
執
務
費
用
等
の
額
の
合
算
と
す
る
。

四　

監
査
に
要
す
る
費
用
の
支
払
方
法

監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
の
提
出
後
に
一
括
払
と
し
、
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
一
部
前
金
払
と
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
八
十
号

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十

四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
知
事
を
所
轄
庁
と
す
る
学
校
法

人
（
同
項
に
規
定
す
る
会
計
監
査
人
設
置
学
校
法
人
等
を
除
く
。
）

が
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
知
事
に
提
出
す
る
令
和
七
年

度
以
後
の
各
年
度
の
計
算
書
類
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
に
添
付
す
る

公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）

第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
公
認
会
計
士
を
含
む
。
）

又
は
監
査
法
人
の
監
査
報
告
に
係
る
監
査
事
項
を
次
の
と
お
り
定
め

る
。平

成
二
十
八
年
東
京
都
告
示
第
五
百
四
十
一
号
は
、
令
和
六
年
度

の
貸
借
対
照
表
、
収
支
計
算
書
そ
の
他
の
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類

に
添
付
す
る
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
報
告
書
へ
の
適
用

を
も
っ
て
廃
止
す
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日
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地
先
か
ら
同
市
松
山
一
丁
目
千
二
百
八
十

四
番
一
地
先
ま
で

三　

供
用
開
始
の
概
要　

別
図
表
示
の
と
お
り

四　

供
用
開
始
の
期
日　

令
和
七
年
四
月
一
日

九
条
の
二
第
一
項
及
び
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の

適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第

三
十
八
条
の
四
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
免
状
交
付
事
務
に
つ
い
て

は
、
次
の
と
お
り
委
託
し
た
の
で
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
施
行
令
（
平

成
九
年
政
令
第
二
十
号
）
第
八
条
第
二
項
及
び
液
化
石
油
ガ
ス
の
保

安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十

三
年
政
令
第
十
四
号
）
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

委
託
に
係
る
免
状
交
付
事
務
の
内
容

高
圧
ガ
ス
製
造
保
安
責
任
者
免
状
、
高
圧
ガ
ス
販
売
主
任
者
免

状
及
び
液
化
石
油
ガ
ス
設
備
士
免
状
の
新
規
交
付
、
再
交
付
、
書

換
え
等
に
関
す
る
事
務

二　

委
託
に
係
る
免
状
交
付
事
務
を
処
理
す
る
場
所

高
圧
ガ
ス
保
安
協
会

港
区
虎
ノ
門
四
丁
目
三
番
十
三
号

三　

委
託
期
間

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
八
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
都
道
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

路
線
名　
　
　
　
　

さ
い
た
ま
東
村
山

二　

供
用
開
始
の
区
間　

	

清
瀬
市
上
清
戸
一
丁
目
五
百
三
十
三
番
七

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

町
田
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

町
田
都
市
計
画
公
園
事
業
第
七
・
五
・
一

号
芹
ヶ
谷
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

	
町
田
市
高
ヶ
坂
一
丁
目
及
び
原
町
田
四

丁
目
各
地
内

使
用
の
部
分

　

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
八
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
町
田
都
市
計
画
公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

町
田
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

町
田
都
市
計
画
公
園
事
業
第
五
・
五
・
五

号
野
津
田
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

町
田
市
野
津
田
町
字
上
ノ
原
地
内

使
用
の
部
分

　

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
八
十
六
号

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
十
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別

図

都

道

延
長

計

画

線

市

道

面
積

都
道
さ
い
た
ま
東
村
山
線
供
用
開
始
略
図

清
瀬
市
上
清
戸
一
丁
目

松
山
一
丁
目

～

供
用
開
始
区
域

供
用
除
外
区
域

、

ー

一

〇
九
六
・
三
六
メ

ト
ルー

一
五

一
〇
六
・
一
五
平
方
メ

ト
ル

新堀二丁目

新堀三丁目

新堀三丁目

松山三丁目

A

A´

A

A´

二
の
一

一
二
の
一

四
六
の
二

一
四
六
の
五
一

六
〇
九
の
二
〇

六
一
〇
の
二

一
七
五
の
二

六
一
二
の
四
五

五
三
九
の
二
○

五
三
三
の
七

上清戸一丁目

西
武
池
袋
線

至
所
沢

東京都清瀬市

埼玉県新座市

東京都清瀬市

埼玉県新座市

一
二
八
四

の
一

五
四
〇
の
五

都
道
練
馬
所
沢
線

一
二
八
七
の
一

一
〇
〇
九
の
一
一
三

一
二
八
六
の
一

松山一丁目

都
道
府
中
清
瀬
線

都道さいたま東村山線

都道さいたま東村山線

都
道
府
中
清
瀬
線

至
池
袋

六
一
〇
の
一
〇

元町一丁目
松山一丁目

上清戸一丁目

一
七
五
の
二
四

一
五
八
の
二

一
〇
〇
五
の
八

五
四
一
の
三
〇

19
.8

2

2
0.
4
8

18
.0

0

19
.
01

29
.5

9

2
9.

5
0

3
2.

78
29

.5
0

3
0.

1
4

一
〇
〇
四
の
四
八

一
〇
〇
四
の
五
三

一
二
八
八
の
五
七

一
二
八
八
の
六
七

六
〇
九
の
二
四

六
一
一

の
二

18
.0

0

供用開始箇所

都道府中清瀬線

都道東村山清瀬線

小山三丁目 至
池
袋

至所沢

清瀬市

東久留米市

松山一丁目
新座市
埼玉県

野火
止
用
水

西武池袋線

至秋津町

至
恩
多
町

至滝山 至
花
小
金
井

至
中
里 至下清戸

至
下
清
戸

1
8.

01

至
新
座

至 下清戸

至
花
小
金
井

29
.
50

一
〇
〇
七
の
一

五
八
の
一

六
二
五
の
四

一
〇
〇
九
の
六
三

18
.
00

4
1
.7

3

2
9.

5
0

上清戸二丁目

元町二丁目

都道さいたま東村山線

都
道
さ
い
た
ま
東
村
山
線

都
道
府
中
清
瀬
線

元町一丁目

都道練馬所沢線

東京都

東京都

中清戸

上清戸一丁目

新堀二丁目

氷川台

四丁目
小山小山五丁目

新堀三丁目

松山二丁目

松山三丁目

竹丘一丁目

野火止二丁目

25
.
54

18
.0

0

22
.
53

23
.2

1

きよせ

至
元
町

至
滝山

至
中
里

至
元

町

野火止用水

一丁目

梅園一丁目

二丁目

東京都東久留米市

小山五丁目

野火止
二丁目

18
.
01

0.12 0.
04

2.
39

5.52

5
.
42

拡大図

3.91

4.
5
5

3.68

3.00
5.
18

32
.5

3

3
2.

9
1

0.
85

3
4.

6
9

38
.
90

3
7.

92

22
.5

3
3.

1
2

1
.
49

23
.2

1
1
.6

3

3
.1

1

、

～
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表
一
般
財
団
法
人
東
京
都
営
交
通
協
力
会
（
昭
和
十
八
年
五
月
二

十
九
日
に
財
團
法
人
東
京
市
電
氣
局
協
力
會
と
い
う
名
称
で
設
立
さ

れ
た
法
人
を
い
う
。
）
の
項
中
「
、
Ｇ
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
ｅ
ｒ　

Ｔ
ｏ
ｋ
ｙ

ｏ　

Ｐ
ａ
ｓ
ｓ
」
を
削
り
、
同
表
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
の
項
中	

「
、
Ｔ
ｏ
ｋ
ｙ
ｏ　

Ｓ
ｕ
ｂ
ｗ
ａ
ｙ　

Ｔ
ｉ
ｃ
ｋ
ｅ
ｔ
及
び
Ｇ
ｒ
ｅ

ａ
ｔ
ｅ
ｒ　

Ｔ
ｏ
ｋ
ｙ
ｏ　

Ｐ
ａ
ｓ
ｓ
」
を
「
及
び
Ｔ
ｏ
ｋ
ｙ
ｏ　

Ｓ
ｕ
ｂ
ｗ
ａ
ｙ　

Ｔ
ｉ
ｃ
ｋ
ｅ
ｔ
」
に
改
め
、
同
表
京
王
電
鉄
株
式

会
社
の
項
及
び
京
成
電
鉄
株
式
会
社
の
項
中
「
、
東
京
フ
リ
ー
き
っ

ぷ
及
び
Ｇ
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
ｅ
ｒ　

Ｔ
ｏ
ｋ
ｙ
ｏ　

Ｐ
ａ
ｓ
ｓ
」
を
削
り
、

同
表
京
成
タ
ウ
ン
バ
ス
株
式
会
社
の
項
中
「
京
成
タ
ウ
ン
バ
ス
株
式

会
社
」
を
「
京
成
バ
ス
東
京
株
式
会
社
」
に
改
め
、
同
表
京
浜
急
行

電
鉄
株
式
会
社
の
項
中
「
、
Ｔ
ｏ
ｋ
ｙ
ｏ　

Ｓ
ｕ
ｂ
ｗ
ａ
ｙ　

Ｔ
ｉ

ｃ
ｋ
ｅ
ｔ
及
び
Ｇ
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
ｅ
ｒ　

Ｔ
ｏ
ｋ
ｙ
ｏ　

Ｐ
ａ
ｓ
ｓ
」
を

「
及
び
Ｔ
ｏ
ｋ
ｙ
ｏ　

Ｓ
ｕ
ｂ
ｗ
ａ
ｙ　

Ｔ
ｉ
ｃ
ｋ
ｅ
ｔ
」
に
改
め
、

同
表
東
武
鉄
道
株
式
会
社
の
項
、
小
田
急
電
鉄
株
式
会
社
の
項
及
び

西
武
鉄
道
株
式
会
社
の
項
中
「
Ｇ
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
ｅ
ｒ　

Ｔ
ｏ
ｋ
ｙ
ｏ　

Ｐ
ａ
ｓ
ｓ
の
運
賃
及
び
払
戻
し
手
数
料
」
を
削
り
、
同
表
新
京
成
電

鉄
株
式
会
社
の
項
を
削
り
、
同
表
東
急
電
鉄
株
式
会
社
の
項
中
「
及

び
Ｇ
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
ｅ
ｒ　

Ｔ
ｏ
ｋ
ｙ
ｏ　

Ｐ
ａ
ｓ
ｓ
」
を
削
り
、
同
表

公
益
財
団
法
人
東
京
観
光
財
団
の
項
中
「
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ　

Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｒ

Ｔ
Ｅ
Ｒ　

Ｋ
Ｉ
Ｔ
の
運
賃
」
を
削
る
。

公
　
　
　
告

令
和
七
年
度
調
理
師
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

調
理
師
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
三
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
度
東
京
都
調
理
師
試
験
を
次
の

と
お
り
実
施
す
る
。

な
お
、
試
験
に
関
す
る
事
務
は
、
調
理
師
法
第
三
条
の
二
第
二
項

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
八
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
行
政
区
域
の
境
界
に
係
る
道
路
の
管
理
に
関
す
る
協

議
が
成
立
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

な
お
、
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
二
週
間
東
京
都

建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

路
線
名
、
位
置
、
種
別
及
び
管
理
者

路
線
名

位　
　
　

置

種
別

管
理
者

さ
い
た
ま
東

村
山

東
京
都
清
瀬
市
上
清
戸

一
丁
目

東
京
都
清
瀬
市
松
山
一

丁
目

道
路

東
京
都

二　

管
理
の
内
容

道
路
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
第

五
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
、
新
設
、
改
築
（
橋
梁り
ょ
うの

架
け
替
え
を

含
む
。
）
、
区
域
変
更
行
為
及
び
供
用
開
始
行
為
（
公
示
行
為
を

含
む
。
）
以
外
の
管
理

三　

施
行
年
月
日

令
和
七
年
四
月
一
日

告
　
　
　
示
（
交
）

◉
交
通
局
告
示
第
一
号

令
和
六
年
交
通
局
告
示
第
二
号
（
東
京
都
交
通
事
業
の
料
金
徴
収

事
務
の
委
託
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
四
月
一

日
か
ら
実
施
す
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

東
京
都
交
通
局
長　

堀　

越　

弥
栄
子

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
八
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

路
線
名

さ
い
た
ま
東
村
山

二　

占
用
を
制
限
す
る
区
間

清
瀬
市
上
清
戸
一
丁
目
五
百
三
十
三
番
七
地
先
か
ら
同
市
松
山

一
丁
目
千
二
百
八
十
四
番
一
地
先
ま
で

三　

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ

り
前
に
設
置
さ
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、

当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四　

占
用
を
制
限
す
る
理
由

占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お

け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め

五　

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
七
年
四
月
二
日
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令
和
七
年
五
月
七
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
年
六
月
三
日
（
火
曜

日
）
ま
で
（
当
日
消
印
有
効
）

中
央
区
日
本
橋
堀
留
町
二
丁
目
八
番
五
号　
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｃ
ビ
ル
五

階
公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
調
理
師
試
験
担
当
宛

五　

合
格
発
表

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
（
金
曜
日
）

六　

試
験
手
数
料

六
千
四
百
円

七　

受
験
申
請
用
紙
の
配
布
場
所

㈠　

平
日
（
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
）

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
、
公
益
社
団
法
人

調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
正
会
員
団
体
、
東
京
都
保
健
医
療
局

健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
、
都
内
各
保
健
所
及
び
島
し
ょ
保
健

所
各
出
張
所
（
支
所
を
含
む
。
）
並
び
に
利
島
村
、
御
蔵
島
村

及
び
青
ケ
島
村
の
各
村
役
場
に
お
い
て
配
布
す
る
。

㈡　

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
（
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後

六
時
三
十
分
ま
で
）

東
京
観
光
情
報
セ
ン
タ
ー
都
庁
本
部
（
東
京
都
庁
第
一
本
庁

舎
一
階
北
側
）
に
お
い
て
配
布
す
る
。

八　

問
合
せ
先

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
調
理
師
試
験
担
当

電
話　

〇
三
（
三
六
六
七
）
一
八
一
五

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

https://chouri-ggc.or.jp

の
規
定
に
よ
り
、
公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
に
行
わ

せ
る
。令

和
七
年
四
月
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

試
験
実
施
の
期
日
及
び
時
間

令
和
七
年
十
月
二
十
五
日
（
土
曜
日
）

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で

二　

試
験
実
施
の
場
所

東
京
大
学
駒
場
キ
ャ
ン
パ
ス
（
目
黒
区
駒
場
三
丁
目
八
番
一

号
）

三　

受
験
資
格

次
に
掲
げ
る
学
歴
及
び
職
歴
を
有
す
る
者

㈠　

学
歴

次
の
ア
又
は
イ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

ア　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五

十
七
条
に
規
定
す
る
者

イ　

旧
国
民
学
校
令
（
昭
和
十
六
年
勅
令
第
百
四
十
八
号
）
に

よ
る
国
民
学
校
の
高
等
科
を
修
了
し
た
者
、
旧
中
等
学
校
令

（
昭
和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
中
等
学
校
の
二

年
の
課
程
を
終
わ
っ
た
者
又
は
調
理
師
法
施
行
規
則
（
昭
和

三
十
三
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
）
附
則
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
こ
れ
ら
の
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
者

㈡　

職
歴

調
理
師
法
施
行
規
則
第
四
条
に
定
め
る
施
設
で
、
二
年
以
上

（
原
則
週
四
日
以
上
か
つ
一
日
六
時
間
以
上
）
調
理
業
務
に
従

事
し
た
者

四　

受
験
申
込
手
続

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
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